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諮 問 

 

貴審議会に下記の事項を諮問します。 

 

記 

 

一、償却資産に係る固定資産税制度のあり方について 
 
（諮問の趣旨） 

企業が保有する事業用の償却資産に係る固定資産税制度は、シャウプ勧告に基づき

昭和 25 年に創設されたものであり、市町村の行政サービスに対する応益課税である

といわれています。その税収規模は約１兆 6,000 億円となっており、与党の「平成 28

年度税制改正大綱」では、「固定資産税が市町村財政を支える安定した基幹税である

ことに鑑み、償却資産に対する固定資産税の制度は堅持する。」とされています。 

一方、償却資産に対する課税は、企業の設備投資の阻害要因になること、製造業な

どの設備投資型の業種に税負担が偏っていること、償却資産を活用して得られる所得

に係る事業税や住民税との重複課税になること、諸外国の税制をみると償却資産に対

して固定資産税を課税している国はほとんど見当たらないこと、といった観点から、

制度そのものを縮小又は廃止すべきであるという意見があります。 

実務の観点からは、償却資産の評価方法について、残存価額の有無、特別償却や少

額減価償却資産の取扱いなどの点で法人税や所得税における減価償却制度と齟齬が

あるとともに、法人の決算期に関係なく賦課期日と申告期限が定められているため、

企業に煩瑣な申告事務を強いていると考えられます。また、課税範囲については、家

屋と償却資産の区分判定が困難な場合があるとともに、登記制度のある土地等と異な

り課税客体の捕捉が不完全であるなどの問題も指摘されています。 

そこで、現行の償却資産に係る固定資産税制度について、免税点や税率水準のあり

方などを含め、中小企業の事務負担を踏まえて総合的に検討していただきたく、貴審

議会に諮問します。 


